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  ご出席方お願

 

1月 16 日（金） 正

1月 20 日（火） 理

1月 30 日（金） 朝

2月 ９日（月） 

 

 

現在予定されている

今後も状況により追  

 

●○●会議予定 ＆ お知らせ ●○● 

績営業職員表彰式が開催されます。 

いいたします。 

副理事長会 13：00        ロイヤルパインズ 

常務理事会・地域長会 14：00        ロイヤルパインズ 

積水ハウスとの懇談会 17：30    アスター 

事会（県連と合同） 14：00 ベルアンジュ大宮 

日生命との新年会  17：00    場所調整中 

優績営業職員表彰式         ニューオオタニ 

会合です。 

加される会合もありますのでその際はよろしくお願いします。
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－ 浦和・朝霞地域ブロック別研修会開催 － 

 

本年度執行部､地域役員等改選後の重要施策として実施スタｰトした｢ブロック研修｣最終

回目として､浦和･朝霞地域のための研修会が､次の要領で開催された。 

 

日 時 平成１５年１２月４日(木)午後５時３０分より同８時まで 

場 所 朝霞市民会館 

 

司 会 山口常務理事 

出席者 (執行部) 半田副理事長､柿沼､山口､吉田各常務理事 

(地域役員)浦和､朝霞地域役員24名 

研修次第 

①司会者挨拶  山口常務理事研修会の趣旨､目的の要領 

②地域長挨拶  坂本朝霞地域長 

③執行部挨拶  半田副理事長 

④出席者  自己紹介全出席者 

⑤埼税協の役割および地域運営について  半田副理事長 

⑥埼税協の概要と提携企業紹介 埼税協の概要 山口常務理事 

提携企業紹介 柿沼常務理事 

⑦15年度各部門重点施策    半田副理事長､山口常務理事 

⑧関連組織等の概要･費用支弁とまとめ       吉田常務理事 

⑨質疑応答 

⑩閉会挨拶       柿沼浦和地域長 

 

質疑の中には「埼税協」という略称は､なんともダサイ「協同組合」とはっきり言うよう

にしたら・・・などありその他の質問からも､今後必要に応じて時々こういう研修会を開催

して､末端組合員との各種説明会･交流会を持たなければとの感を深くした｡ 

 

 

－ 関税協 第６回常務理事会 －  

 

平成１５年１２月８日（月）午前１１時から、ラフオーレ清水園において、表記の会議

が開催された。大手理事長の挨拶に続き議事にはいった。 

 

 議 題 

 １ 平成１５年度全税共関東信越地区会年間表彰基準案について 
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従来、年間表彰の対象期間はキャンペーン期間３か月間を除き、９か月間で実施してき

たが本年から、平成１５年１２月１日から平成１６年１１月３０日までの正味１２か月間

を対象期間として実施したいとの提案説明が吉村全税共担当常務理事からあった。また、

対象者は提携保険会社の営業職員とするも、表彰基準・表彰内容等については、再度   

協議することとする。 

 

２ 平成１６年度主要会議日程について 

（１）第３６期通常総会  

    平成１６年８月２4日（火） さいたま・ラフオーレ清水園 

 （２）全税共関東信越地区会業務推進協議会 

    平成１６年 7月８・９日  群馬県（未定） 

 （３）第２３回関東三会税協懇談会 

    平成１６年１１月１・２日 軽井沢プリンスホテル 

 （４）第５回資産税セミナー 

    平成１６年３月１９日（金） 大宮ソニックシテイ大ホール 

    講 師  税理士 本郷 尚 氏 

    テーマ  非上場株式の評価と相続対策について（予定） 

報告事項 

 １ 平成１４年度全税共関東信越地区会決算について 

 ２ 全税共第１８回全国統一キャンペーン中間報告について 

 ３ 第 4回資産税セミナー結果報告について 

 ４ あんしん財団共済制度加入状況について 

 ５ 日本税協連からの報告について 

 ６ ぜいりし年金運営委員会からの報告について 

 ７ その他 

 

引き続き、同所において第 3回理事会が開催された。 

審議事項 

 常務理事会での審議事項以外のものとして、「さいたま市浦和区大原に所有する土地につ

いて」審議した。 

 同土地については、さいたま市から公園用地として借り受けの申し入れがあり、議会の

承認が得られた後、当分の間使用貸借による貸付をしたいとの提案があり、慎重審議を行

ない全員の賛成により承認された。 
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－ 顧問会議 － 

平成１５年１２月１０日（水）午後４時から、清水園において顧問会議が開催され、次の

役員が出席された。 

 

顧 問  稲山十四助・神津数身・森 茂昭・大手泰治 

埼税協  吉田理事長・半田・赤塚・福島副理事長・北村・長谷部専務理事・ 

     山口総務担当常務理事 

事務局  宮原局長・中根課長 

 

１ 議 題 

（１）組合事業について 

   吉田理事長が現在までの概要について次とおり、説明を行った。 

  ７月の役員改選後、組合事業の活性化を図るため一部組織変更を行った。そして、

事業内容を執行部だけが承知していても増収策には結びつかないので、地域長を含め地

域の役員の皆さんにも更なる理解をしてもらう必要があると言うことで、地域長の研修

会と地域別ブロック研修会を開催した。また、１１月に行った提携企業の協議会は、企

業側の発言のしやすい環境と時間を配慮して、６分科会にわかれて開催した。その結果、

組合に対する要望事項等も出され、企業側の評価も良く成功理に終了することが出来た。 

  会館建設については、本会・県連を含め協議中で、当税協としても資金提供等直接

関係があるので、組合にも会館建設特別委員会を立上げ県連の同委員会と合同で協議中

である。 

これらの内容について顧問の先生方から、若干の質問があったが概ね評価の言葉をい

ただき、引き続き頑張るよう激励された。 

 

（２）その他 

顧問の先生から、大原の土地の現状についての質問、そして提携企業が地域例会等に

おいて PR が出来るよう、支部長・地域長に協力を要請し、いっそうの増収策に努めて

もらいたい旨の意見が出された。 

 

 

－ 第 14 回常務理事会 － 

日 時 平成１５年１２月１８日(木)午前 11 時～午後２時 大宮サンパレス 

出席者 正副理事長、専務理事、常務理事 

吉田理事長の挨拶の後、北村専務理事の司会で審議に入った。 

１ 議題 

（１）組合加入者承認の件（理事会） 
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６１名の加入承認 

（２）部門別の上半期業務報告 

（３）ブロック別勉強会についての報告 

（４）提携企業報告書についての報告 

   提携企業を A、B、C、D、E、Fの６ブロックに分けてのアンケート調査を行った。各

社からの要望事項等の回答があり、例会への参加が最大の営業の機会と捉えているこ

とがわかる。 

（５）提携企業パンフ集の作成について 

   柿沼購買担当常務が１６年１月１６日開催常務理事会までに費用の見積等検討資料

を作成することとなる。 

（６）業務委託費支払明細が提示された。 

   各地域での委託費の使途は学術、研修、福利厚生等に当てること、経理処理は特別

会計にて受け入れることを確認し、統一的取扱いをすることを今後地域に伝達するこ

ととした。 

 

 

－ 第４回 理事会 － 

 

日 時 平成１５年１２月１８日(木)午後２時～午後４時４５分 大宮サンパレス 

出席者 正副理事長、専務理事、常務理事、理事 

県連第４回理事会と合同で開催された。協同組合は山口総務担当常務理事の司会で、吉

田理事長が議長となり議事の進行を行った。 

１ 議題 

（１）中間監査報告 狩野監事より適正意見をいただいた。 

（２）組合加入者承認について 

 平成１５年６月 1日より平成１５年１１月３０日の間の６１名の加入が承認された。 

（３）新年名刺交歓会について  

日時：平成１６年１月１３日(火)午後３時～午後５時 

   場所：パレスホテル大宮 

（４）会館建設について 

（５）各部門担当常務理事より業務報告 
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－ 事務局より － 

 今年から会議案内等の電子化について少しずつパワーアップしていきたいと考えており

ます。 

 先生方にも慣れない作業で大変な部分もあるかと思いますが、ご協力なくしては、進み

ませんのでご理解の程お願いいたします。 

 当面は従来の案内に ＋α して２本立てでご案内してく予定です。 

 先日皆様にメールアドレスをお聞きしまして、携帯またはパソコンにメールを送る設定

作業を完了しております。 

 先生方に事前に設定していただきたい事は、携帯の場合 szeikyo.com を受信できるよ

うにドメイン指定して下さい。 

 わからない方は会議の時に説明します。 

 携帯アドレスに「e-革命」からメールがありましたら、メールの指示どおりに指定アド

レスをクリックしてください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先 

埼 玉 県 税 理 士 協 同 組 合 (事 務 局) 

TEL048(643)2521 

FAX048(645)8335 

E-mail  info@szeikyo.com
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